
メーター設置について

１． 事業所等は原則メーター設置とする。

２． メーター設置基準は下記による。

１） 原則として建築物の外であって、当該建築物の敷地内でメーター

検針が容易に行える場所

２） 原則として、給水管と同口径のメーター

３） 衛生的で損傷のおそれのない場所

４） 水平に設置することができる場所

５） 宅地内地盤の変化による埋没等の防止、および点検・取替え作業

を容易に行うことができるようにするため、地上式メーターを設

置し、できるだけ塀または壁ぎわに寄せて設置すること。

ただし、町長が認める場合はこの限りではない。

３． 指定工事店は、排水設備工事の確認申請書と同時に、設置するメー

ターの「見積書」に「カタログ」を添付して、すみやかに提出する。

４． 町で「見積額」を審査

５． 「請書」により契約締結

６． 工事完了時にメーター設置写真を添付

７． 竣工検査後、代金の支払い


